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特産品の発掘・開発・発信業務に携わる方を募集！ 

   
＼ 住宅無償貸与！便利な田舎暮らし ／ 

     ＼ 空港・高速 IC・駅など交通アクセス良好♪／ 
 

【業務の概要】 

 吉富町では、以前より町の特産品開発について検討を行ってまいりましたが、町を

代表するような産品はまだ生まれていないのが現状です。 

しかしながら、町内には農水産物、加工品など魅力的な地場産品が多くあります。 

また、特産品となる可能性を秘めた資源もまだまだあると考えています。 

そこで今回、町の特産品の発掘、開発、ブラッシュアップ、そして発信を重点的に

行い、商業振興、ブランドづくり、町の PR などを担う「地域おこし協力隊」を募集

します。 

 吉富町の「オイシイ」「カワイイ」「キレイ」なものを、全国、そして世界に発信し

てください。 

 また、それらの特産品をふるさと納税の返戻品として活用する取り組みにも携わっ

ていただきます。 

 本町においても、ふるさと納税として毎年寄附をいただいておりますが、制度本来

の趣旨を尊重し、返戻品重視の風潮とは一線を画し、御礼状やパンフレットを送付す

るのみとしておりました。 

 今般、総務省より返戻品の取り扱いについて認識が示され、本町としてもこのタイ

ミングで法令に則った内容にて返戻品制度を導入し、ふるさと納税による寄附収入を

更に充実させたいと考えています。 

ふるさと納税は、いただいた寄附金をまちづくりの財源として活用するだけでなく、

町の魅力・情報を発信し、交流人口、移住・定住人口の増加に繋げることもその目的

としています。 

この度の協力隊員募集においては、吉富町の魅力を発掘し、町を発展させていくス

タッフの一員として共に働いていただける熱意と自発性をもった方、また、第２のふ

るさととして吉富町に住み、町の魅力を全国に発信していただける方を求めています。 

 

 

 

 

 

 

 

吉富町地域おこし協力隊員募集要項 

イイモノ 

広めてね！ 
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【吉富町とは】 

福岡県の最東端に位置し、東西を山国川と佐井川、北を周防灘に面した自然豊かな

町です。面積５．７２ｋ㎡は九州の自治体で最小であり、東西１．８ｋｍ・南北４ｋ

ｍ程度のコンパクトな町域は、１日あれば徒歩や自転車でも十分巡ることができます。 

町のキャッチフレーズ「神様が相撲をとる町」は、八幡古表神社の「細男舞・神相

撲」に由来するもので、観光パンフレットの表紙にもなっています。国指定重要文化

財であり、４年に１度開催される「細男舞・神相撲」は奈良時代からの由来を持つも

ので、古来の芸能を今に伝える貴重な神事を一目見ようと、全国から多くの参拝客が

訪れます。 

 町の主な産業は製造業です。これは町北部に大きな製薬工場が立地していることに

よります。この製薬工場とは、昭和１７年の町政施行から歩みを共にしています。商

業は衰退傾向にありますが、ここ数年、創業支援や駅前活性化などの施策により、新

しい店や人の流れができつつあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【募集内容】 

1 募集人数  1 名 

 

2 応募資格 

  次のすべてに該当する方が応募できます。 

(1) 応募時点で 3 大都市圏をはじめとする都市地域等(条件不利地を含まない市

町村) に在住し、採用後、吉富町に住民票を異動させて移住できる方 

    (2) 令和元年９月１日現在で、年齢が２０歳以上４５歳以下の方 

  (3) パソコンの一般的な操作ができる方 

 ※画像編集や動画編集できる方、IT による情報発信が得意な方歓迎 

(4) 心身ともに健康で誠実に職務を行うことができる方 

(5) 地域住民や事業者と積極的にコミュニケーションを図れる方 

(6) 自発的・意欲的に仕事に取り組み、向上心のある方 

(7) 最長 3 年間の活動期間終了後も、吉富町で就業や起業する意欲のある方 

(8) 普通自動車運転免許を取得(採用までに取得見込みも含む)している方 

(9) 町の条例及び規則等を遵守し、職務に関する指揮命令等を理解し適切に実践 
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できる方 

   (10) 地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない方 

 

※上記「3 大都市圏をはじめとする都市地域等」とは、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域

の全域、政令指定都市などをいいます。 

 

3 雇用形態 

  嘱託職員として採用 

 

4 任用期間 

  令和元年９月 1 日（予定）から、令和２年 3 月 31 日まで 

  ※活動実績により、更新する場合もあります。（最長、令和４年８月末まで） 

  ※期間中に隊員として相応しくないと判断した場合は、委嘱期間中であっても解

職する場合があります。 

 

5 勤務場所 

  吉富町役場 企画財政課 

 

6 活動内容 

商品開発関連      吉富町の特産品の企画開発、広報素材写真の撮影 

情報発信関連      PR 用写真や動画撮影・編集 

SNS やホームページによる情報発信 

  ふるさと納税事務関連  寄附者問い合わせ対応、寄附受付、返礼品配送管理、 

各種システムの基本操作、ワード、エクセル等による

資料作成 

 

7 給与等 

  月額１６６，０００円 

（専門性の高いスキルや経験を持つ者の場合 月額２０８，０００円） 

社会保険本人負担分は控除。所得税は源泉徴収。 

 

８ 待遇・福利厚生 

 ・社会保険等（雇用保険、厚生年金、健康保険）加入 

 ・住宅は、町にて借り上げた物件を貸与（光熱水費、通信費、駐車場代、自治会費 

等は自己負担） 

 ・活動に必要となるパソコン、自転車、その他備品についても町から貸与 

 ・各種研修、イベント等への参加旅費支給 

 ・活動終了後の定住、就職や起業にむけた支援 
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９ 勤務時間等 

  原則９時００分から 17 時００分まで（１日７時間） 

  原則週５日（３５時間）勤務とします。 

  ※休日は土曜日・日曜日・祝日・年末年始。夜間や土日の勤務は週勤務時間内で

振替対応。 

  ※勤務年数に応じて、有給休暇あり。 

 

10 応募方法 

  下記の書類を御提出ください。 

  (1)令和元年度吉富町地域おこし協力隊員応募用紙 

  (2)住民票抄本（マイナンバー不要） 

  (3)運転免許証の写し 

   ※提出書類は返却いたしません。 

 

11 応募書類の提出先 

  吉富町役場 企画財政課 （郵送可） 

  〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津 226 番地 1 

 

12 応募締切 

  令和元年７月２５日（木）17:00 （郵送の場合、必着のこと） 

 

13 選考方法 

  (1)一次選考（書類選考） 

   選考結果は、令和元年７月３１日（水）までに応募者全員に文書で通知します。 

  (2)二次選考（面接試験） 

一次選考合格者を対象に、令和元年８月上旬に吉富町にて面接を実施します。 

   日時場所等の詳細については、一次選考結果と同時に通知します。 

   二次選考の結果については、二次選考受験者全員に文書で通知します。 

    ※選考の経過や結果についての問合せには応じられません。 

 

14 問い合わせ先 

  吉富町役場 企画財政課 （担当：奥家） 

Tel 0979-24-4071  E-mail info@town.yoshitomi.lg.jp 


